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第１章 はじめに 1 

電気通信番号制度は、令和元年５月に施行された電気通信事業法の改正（電気通信事業2 
法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律（平成 30年法律第 243 
号））により見直され、新たに、総務大臣が電気通信番号の使用に関する条件等を定めた電4 
気通信番号計画を作成することが法定された。また、電気通信番号を使用して電気通信役5 
務を提供する電気通信事業者については、総務大臣による電気通信番号の指定の有無にか6 
かわらず、電気通信番号使用計画を作成し、それに適合するように電気通信番号を使用し7 
なければならないことなどとされた。 8 

この制度見直しから約２年半が経過したところであるが、電気通信市場や社会環境の変9 
化が進み、多様なサービスが新たに出現してきており、これらに係る電気通信番号のニー10 
ズや課題等に対応していく必要が出てきている。 11 

このうち、携帯電話の音声サービスについては、一部の MVNOから、自社設備をホスト12 
MNOの設備と接続することにより、能動的に多様な付加価値サービスの創出・提供を実現13 
するため、音声伝送携帯電話番号の指定を自ら受けたいとの要望が寄せられている。ま14 
た、BWAの音声利用についても、「デジタル変革時代の電波政策懇談会」（令和２年 11月～15 
令和３年８月）では、それを認める方向で検討することを促している。 16 

そのほか、電話転送サービスについては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止や、社17 
会全体のデジタル化の促進等によるテレワーク需要の増大も受けて、その利用ニーズが高18 
まっているところ、クラウド PBXの普及をはじめとする技術の進展もあったことから、固19 
定電話番号に係る制度の見直しを求める意見も寄せられている。 20 

電気通信番号制度に関連するこれらの現状や今後の動向を踏まえ、デジタル社会におけ21 
る多様なサービスの創出を促進する観点から、音声伝送携帯電話番号の指定の在り方等及22 
び固定電話番号を使用した電話転送役務の在り方について検討を行うものである。 23 

  24 
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第２章 音声伝送携帯電話番号の指定の在り方等について 25 

１．基本的な考え方 26 

１．１ 携帯電話の音声サービス巡る現状と今後の動向 27 
（１）背景 28 

携帯電話の契約数は年々増加し、令和３年６月末現在、１億 9,610万件となってい29 
る。こうした数値が示すとおり、携帯電話は社会・経済活動の基盤であり、日常生活に30 
欠かせない通信手段となっている。 31 

現在、携帯電話サービスは、MNO（Mobile Network Operator：提供する携帯電話役務32 
に係る無線局を自ら開設・運用している電気通信事業者）と、MVNO（Mobile Virtual 33 
Network Operator：無線局を自ら開設・運用しておらず、MNOが提供する携帯電話役務34 
を利用して又は MNOと接続して携帯電話役務を提供する電気通信事業者）により提供さ35 
れており、その事業者数は、MNOが４社 1、MVNOが約 1,500 社 2という状況にある。 36 

総務省においては、これまでに、モバイル市場における公正な競争環境を整備するた37 
めの取組を進めてきており、この結果、通信料金の低廉化やサービスの多様化が進みつ38 
つある中で、更なる競争の活性化等に向けた政策的検討が行われている。 39 

電気通信番号制度において、MNOは、総務大臣から音声伝送携帯電話番号40 
（070/080/090番号）の指定を自ら受けることによって携帯電話の音声サービスを提供41 
している一方、MVNOは、MNOから同番号の卸提供を受ける形（SIM3の提供も受ける。）42 
で、同サービスを提供している状況にある。 43 

同制度においては、現状、音声伝送携帯電話番号の指定を受けるためには、後述する44 
とおり一定の条件があり、MVNOが自ら同番号の指定を受けることが事実上できない制度45 
となっている。 46 
モバイル通信市場において、MNOと MVNO間の競争が進む中、一部の MVNOから、MNOと47 

のイコールフッティングの実現や、自社設備をホスト MNOの設備と接続することによ48 
り、能動的に多様な付加価値サービスの創出・提供を実現するため、音声伝送携帯電話49 
番号の指定を自ら受けたいとの要望が寄せられている。 50 

また、BWA（Broadband Wireless Access）4の音声利用について、総務省が開催した51 
「デジタル変革時代の電波政策懇談会」（令和２年 11月～令和３年８月）5において、52 
BWAが LTE（Long Term Evolution）6や５G（第５世代移動通信システム）と技術的差異53 

                                            
1 NTTドコモ、KDDI（連結子会社として沖縄セルラー電話）、ソフトバンク及び楽天モバイル。 
2 契約数３万未満である二次以降のMVNOのみから回線の提供を受けている契約数３万未満のMVNOの事業者数は含まない。 
3 Subscriber Identity Moduleの略。移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者と契約を締結している者（加入

者）を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体のこと。 
4 広帯域移動無線アクセスシステムのこと。2.5GHz帯の周波数の電波を使用して高速データ通信サービスを行う無線シス

テム。 
5 令和３年8月31日に報告書を公表。 
6 第３世代移動通信システムの一つの方式であるW-CDMAを拡張したHSPA（High Speed Packet Access）を更に発展させた

3.9世代移動通信システムの規格。 
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がなくなり、携帯電話番号を用いた音声利用を行うことも技術的に可能となってきてい54 
るとの状況を踏まえ、音声利用も認める方向で検討することを促している。こうした電55 
波政策の動向を受けて、地域 BWAを提供する CATV事業者から、音声伝送携帯電話番号の56 
指定を自ら受けて音声サービスを提供したいとの要望も寄せられている。 57 

このようなモバイル市場における環境の変化、MVNO等 7からの要望等を踏まえつつ、58 
今後のデジタル社会において多様なサービスを創出していくため、MNOと MVNO等間の公59 
正な競争を一層促進しつつ、利用者利益の向上を図っていくことが重要であり、こうし60 
た観点から、音声伝送携帯電話番号に係る電気通信番号制度の在り方について検討する61 
ことが必要である。 62 

 63 
（２）音声伝送携帯電話番号の使用に関する条件 64 

音声伝送携帯電話番号の使用に関する条件については、電気通信番号計画（令和元年65 
総務省告示第６号）8第３において定められており、その内容は次のとおり。 66 

図表１ 音声伝送携帯電話番号の使用に関する条件 67 

項目 主な条件 

緊急通報 
利用者が緊急通報を行うことが可能であること。 
（※）音声伝送携帯電話番号をデータ伝送役務及びショートメッセージサービスのみ

に使用する場合等を除く。 

番号ポータビリティ 

音声伝送携帯電話番号の指定を受けた電気通信事業者の相互間で、番号ポ
ータビリティが可能であること。 
（※）音声伝送携帯電話番号をデータ伝送役務及びショートメッセージサービスのみ

に使用する場合等を除く。 

番
号
の
指
定
要
件 

基地局の免許等 
電波法に基づき、携帯電話の音声伝送役務を提供するための基地局の免許
等を受けていること。 

技術基準への適合 
携帯電話の音声伝送役務を提供するための電気通信設備について、電気通
信事業法の技術基準の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信
設備の自己確認を行っていること。 

他事業者との接続 

次に掲げるいずれかの方法により網間信号接続を行うこと。 
(1)直接又は他の電気通信事業者（一の者に限る。）の網を介して第一種

指定電気通信設備と接続する方法 
(2)全ての接続対象事業者（※）とインターネットプロトコルを使用して

直接接続する方法(ENUM 方式に限る。) 
（※）固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号のいずれかの指定を受けた電気通

信事業者 

 68 
１．２ 音声伝送携帯電話番号の指定に関する検討事項 69 

MVNO等への音声伝送携帯電話番号の指定に関する検討に当たっては、以下の①～⑤の70 
論点について、関係者ヒアリングを通じて、整理・検討を行った。 71 

                                            
7 昨今の電波政策の動向も踏まえ、この文書では、「MVNO等」には、BWA事業者が自網を利用して音声伝送役務を提供する

場合における当該事業者を含むものとする。 
8 電気通信事業法第50条第2項の規定に基づき総務大臣が定める電気通信番号の種別やその使用条件を定めたもの。 
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① MVNO等への音声伝送携帯電話番号の指定の可否（MVNO等からの要望、諸外国の状況72 
等を踏まえた検討） 73 

② MVNO等への音声伝送携帯電話番号の指定の条件（既存の条件の適用の可否、MVNO等74 
に新たに適用となる条件、緊急通報の確保に関し MVNO/MNOに求められる対応について75 
検討） 76 

③ MVNO等への音声伝送携帯電話番号の指定単位（現状、10万番号単位で指定している77 
ところ、同様の指定単位の適用の可否の検討） 78 

④ 060番号の音声伝送携帯電話番号への開放時期（当面の MNOによる同番号の使用見79 
込み等を踏まえた検討） 80 

⑤ その他（データ伝送携帯電話番号の指定における携帯電話の基地局の免許等に関す81 
る条件の適用等に関する検討や、音声伝送携帯電話番号の識別対象の検討） 82 

 83 
 84 

２．MVNO 等への音声伝送携帯電話番号の指定の可否 85 

２．１ 現状・課題 86 
現行の電気通信番号制度では、電気通信番号を使用する電気通信事業者は、電気通信87 

番号計画において定める「電気通信番号の使用の条件」に従い、電気通信番号を使用す88 
ることが求められる。また、電気通信番号の使用に関する条件において、自ら指定を受89 
けて電気通信番号を使用する場合の条件についても規定している。 90 

音声伝送携帯電話番号についても、他の電気通信番号と同様に電気通信番号の使用に91 
関する条件を定めつつ、自ら指定を受けて電気通信番号を使用する場合の要件を定めて92 
いるが、当該条件において、携帯電話 9に係る基地局の免許等 10を受けていることが条件93 
の１つとなっているため、現状では MNO以外の電気通信事業者は、自ら音声伝送携帯電94 
話番号の指定を受けることができない制度となっている。 95 

こうした制度の現状に対し、MVNOから、MNO との間でのイコールフッティングの実96 
現、多様な付加価値サービスの提供等の観点から、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を97 
受けることについて要望がある。 98 

また、BWAの音声利用に関する検討が行われ、現状、「主としてデータ伝送のシステ99 
ム」とされている BWAについて、音声利用も技術的に可能であること等を踏まえて、音100 
声利用も認める方向で検討を進めていくと整理された 11。 101 

このような状況を踏まえて、地域 BWAを提供する CATV事業者からも、地域ニーズに即102 
した音声サービスを実現する観点から、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けること103 
について要望がある。 104 

                                            
9 正確には、携帯電話のほか、PHSも音声伝送携帯電話番号の使用が可能である。この文書では、明確に区別する必要が

ない限り、単に「携帯電話」としている。 
10 免許又は予備免許。特定基地局の開設計画の認定制度の対象であれば、その認定でも可である。 
11 総務省「デジタル変革時代の電波政策懇談会」報告書（令和３年８月29日）より 
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他方、音声伝送携帯電話番号の MVNOへの指定に関し、諸外国の状況をみると、制度的105 
に可能となっている国もみられる。 106 

携帯電話市場における競争の促進、利用者利便の一層の向上等を図る観点から、MVNO107 
等に音声伝送携帯電話番号を指定することの影響や、また、MVNO等の要望や諸外国の状108 
況等を踏まえ、今後もその指定の対象を MNO に限定し続けることの合理性について検討109 
する必要がある。 110 

 111 
２．２ 主な意見 112 

電気通信事業政策部会及び電気通信番号政策委員会（以下「委員会等」という。）での113 
検討において、MVNO等への音声伝送携帯電話番号の指定の可否について委員等から示さ114 
れた主な意見は以下のとおりである。 115 

＜委員＞ 116 
 MVNO が自ら指定を受けることに関しては、要件が満たされていれば、公平性の観点から適当と117 

考える。また、消費者目線に立っても、公平な競争が生まれ、料金が安くなる可能性があると118 
思う。 119 

 電話番号が電話をするためにあるというのはもう過去の話。今はトラスティング番号である点120 
を強調する方向。SIM チップがトラストアンカーになっているため、MVNO にも指定すればよい121 
と考える。 122 

 利用者が多様なサービスを享受できるデジタル社会を実現していくことが重要。そのためには123 
MVNO によるサービス設計の自由度を一層高める必要があり、諸外国の動向も参考にしながら、124 
公正な競争が働き、新しいサービスの創出に資するよう検討を進めるべき。 125 

＜MVNO 等＞ 126 
 MVNO 等への番号指定が認められると、①音声相互接続の実現、②ローカル４G/５Gのさらなる127 

発展の具現化、IMSの活用による多様な付加価値サービスの実現が可能となる。（日本通信） 128 
 MVNO 等への番号指定が認められることにより、一般的な音声通話に係るニーズのみならず、129 

様々な業界のニーズに対するソリューションが生まれやすくなり、電気通信業界の更なる発展130 
につながる。（HIS Mobile） 131 

 地域 BWAは、LTE互換システムであり、携帯電話用の電話番号を用いた音声利用も可能。地域132 
BWA を活用した地域のニーズに即した音声サービスを実現するため、音声伝送携帯電話番号が133 
必要。（CATV連盟） 134 

 MVNO が番号指定を受けられるようになることで、MVNO 自ら設置する音声交換機等で付加価値135 
のあるサービスが提供可能となるため、MVNOにおけるビジネス拡大の可能性がある。（MVNO 委136 
員会） 137 

 138 
２．３ 方向性（考え方） 139 

我が国においては、音声伝送携帯電話番号の指定を受けるためには、携帯電話に係る140 
基地局の免許等を受けていることが条件の１つとなっているなど、現状、MNOにのみ同141 
番号を指定することを想定して同番号の指定条件が設定されているといえる。 142 

他方、諸外国においては、例えば、欧州ではイギリス、フランス、ドイツにおいて、143 
また、アジアでは韓国において、MVNOも音声伝送携帯電話番号の指定を受けることが制144 
度的に可能となっている 12。 145 

                                            
12 総務省調査より。他にオランダ、スペインも制度上可能。アメリカは、制度上不可であるが、FCCが認める場合は可能

となっている。 
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このように、諸外国において、MVNOも番号指定を受けることが可能な国も一定程度存146 
在し、我が国においても MVNO等からの要望があり、MVNOにおいて MNOと同等のサービ147 
スを提供できることが見込まれる場合、携帯電話に係る基地局の免許等の要件を今後も148 
維持し続ける積極的理由に乏しいと考えられる。 149 

また、関係者ヒアリングにおいて、MVNOからは、単に音声伝送携帯電話番号の指定を150 
要望するという趣旨だけでなく、基本的な音声伝送役務に加えて、MNOが行っていない151 
新たなサービスを提供すること等により利用者ニーズに応えつつ、市場の活性化、国際152 
競争力の強化等に寄与していく考えが示されており、これを促進していくことが電気通153 
信の健全な発達に資すると考えられる。 154 

加えて、今般の検討においては、MNO等からは、音声伝送携帯電話番号の指定の条件155 
の同等性を確保すること、音声接続に関する課題の検討が必要であること等についての156 
意見･指摘はみられたが、「MVNO等に音声伝送携帯電話番号を指定すること」について157 
は、反対する意見はみられなかった。 158 

以上を踏まえると、電波政策的な観点からの BWAの音声利用に関する今後の検討に留159 
意する必要はあるものの、MVNO等に対しても、一定の要件の下、音声伝送携帯電話番号160 
の指定を行うことに支障はないと考えられ、これを基本として電気通信番号制度その他161 
の関連制度の見直しを行うことが適当である。 162 

 163 
 164 

３．MVNO 等への音声伝送携帯電話番号の指定の条件 165 

３．１ 現状・課題 166 
現行制度（電気通信番号計画）では、自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用167 

する者は、以下の条件を満たすことが求められる。 168 
(1) 電波法に基づき、携帯電話の音声伝送役務を提供するための基地局の免許等を受け169 

ていること。         ＜携帯電話に係る基地局の免許等に関する条件＞ 170 
(2) 携帯電話の音声伝送役務を提供するための電気通信設備について、電気通信事業法171 

の技術基準の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行172 
っていること。              ＜技術基準への適合に関する条件＞ 173 

(3) 次に掲げるいずれかの方法により網間信号接続を行うこと（①の方法は令和７年１174 
月末日までに限る。）。 175 

① 直接又は他の電気通信事業者（一の者に限る。）の網を介して第一種指定電気通信176 
設備と接続する方法 177 

② 全ての接続対象事業者とインターネットプロトコルを使用して直接接続する方法178 
（ENUM方式に限る。） 179 

                      ＜他事業者との接続に関する条件＞ 180 
また、音声伝送携帯電話番号の指定の有無にかかわらず、音声伝送携帯電話番号を使181 

用する電気通信事業者は、以下の条件が適用され、必要な対応が求められる。 182 
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(4) 利用者が緊急通報 13を行うことが可能であること。 183 
                      ＜緊急通報の確保に関する条件＞ 184 

(5) 事業者（番号指定事業者から卸電気通信役務の提供 14を受ける事業者を含む。）の相185 
互間で、番号ポータビリティが可能であること。 186 
                 ＜番号ポータビリティの確保に関する条件＞ 187 

MVNO等が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合、上記の(1)から(3)までの条件に188 
ついて、どのような対応が求められ、また、新たにどのような対応が必要となるか、こ189 
れらの条件の適用関係等を検討する必要がある。 190 

また、(4)及び(5)の条件について、音声伝送携帯電話番号の指定を受ける電気通信事191 
業者として、MVNO等においてどのような対応が求められるか、とりわけ、緊急通報の確192 
保について MNOと同等の対応が求められるか、さらに、これらの条件の見直しが必要か193 
どうか、検討する必要がある。 194 

 195 
３．２ 主な意見（緊急通報以外の条件） 196 

委員会等において、緊急通報以外の MVNO等への音声伝送携帯電話番号の指定の条件に197 
ついて委員等から示された主な意見は以下のとおりである。 198 

＜MVNO 等＞ 199 
 基地局を除く現行の要件を満たすように関連設備の構築を実施する予定。番号ポータビリティ200 

については、必要なデータベースを設置し、MNOが運営する MNP業務支援と連携対応する予201 
定。（日本通信） 202 

 MVNE15、ベンダーと適切に連携を行い、求められるシステムを構築する予定。（HIS Mobile） 203 
 品質･他事業者との接続に関する基準については、MNO との同等性を確保することを前提に対応204 

する予定。番号ポータビリティについては、今後、MNOと協議を行いながら、MNPのシステム205 
（データベースの保有、リダイレクションする機能等）を自ら構築する。（CATV連盟） 206 

 品質基準については、どのように担保するのかが課題。他事業者との接続も基準に従い実施す207 
る必要。番号ポータビリティについては、MNPに係るデータベースを自ら保有し、他社へのリ208 
ダイレクションを担う必要がある。（MVNO 委員会） 209 

＜MNO 等＞ 210 
 音声伝送携帯電話番号の指定に関する条件の MVNOへの適用については、基地局免許の条件を211 

除き、MNO と同等であるべきと考える。（NTTドコモ） 212 
 利用者に浸透している音声伝送携帯電話番号の機能や品質の確保並びにイコールフッティング213 

の観点より、現行の指定の条件を踏襲し、番号指定事業者間で指定の条件が異なることのない214 
ようにすべき。MVNO等への番号指定をする場合、基地局免許に代わる、携帯電話の音声伝送役215 
務に係る設備（少なくとも音声交換設備等）の設置の条件が新たに必要と考える。（KDDI） 216 

 番号識別性の観点や、イコールフッティングの観点から、全て MVNOが満たせるよう対応すべ217 
きと考える。MNOでは重要通信の取扱いや番号ポータビリティを満たしているにもかかわら218 
ず、MVNOでは必須とならないようなことは避けるべきと考える。（ソフトバンク） 219 

 現行ルールどおりの対応が適切と考える。電気通信番号の使用に関する条件はいずれも MVNO220 
へ適用すべきと考える。（楽天モバイル） 221 

                                            
13 MNOが設置する緊急通報を扱う事業用電気通信設備に求められる事項については、事業用電気通信設備規則（昭和60年

郵政省令第30号）で規定している。 
14 ２以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含む。 
15 Mobile Virtual Network Enabler。MVNOとの契約に基づき、当該MVNOの事業の構築を支援する事業を営む者（当該事業

に係る無線局を自ら開設・運用している者を除く。）。 
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 番号指定事業者としての諸責務を果たすこと、及び IP相互接続の対応も考慮した相互接続を222 
実施することが必要と想定される。（NTT東西） 223 
 224 

３．３ 主な意見（緊急通報の条件） 225 
委員会等において、緊急通報に関する MVNO 等への音声伝送携帯電話番号の指定の条件226 

について委員等から示された主な意見は以下のとおりである。 227 

＜委員＞ 228 
 緊急通報の確保は MVNOにとってかなり手間がかかると言われている。MVNO に番号を指定する229 

制度は整備したが、誰も利用できないということにはならないようにすべき。 230 
 IP網への移行後、緊急通報受理機関 16からのコールバックにおいて通報者との通話がつなが231 

りやすくなる機能について、携帯電話事業者もその実現に向けた対応が求められると思われる232 
17。これらの機能の確保は重要であるが、MVNO等が対応する場合に困難性を伴うことも想定さ233 
れる。MVNO等による緊急通報の確保については、こうした点も踏まえつつ、MNOから卸提供を234 
受けることを可能にすることも視野に入れて検討してはどうか。 235 

 固定電話網の IP網への移行に向けて「つながりやすくなる５機能」の提供が求められるが、236 
出来合いの交換ソフトで可能となるものではなく、MVNOにとっては困難が伴い、（自ら緊急通237 
報を確保する場合は）参入障壁となるのは確実。 238 

 利用者に確実に緊急通報が提供できることを念頭において、制度設計を検討すべきであり、そ239 
の意味では、全部卸も可能とすべき。 240 

 番号の使用条件に「MVNO が全部又は一部を行う」旨を規定する必要はなく、事業者間の協議241 
でよいと思う。全部卸の道を閉ざす必要はない。 242 

 消費者サイドからは、緊急通報の機能が確保されることが担保されるように、事業者間の契約243 
でカバーすることが求められると考える。 244 

 緊急通報を行う MVNOが増えると、緊急通報受理機関側も大変ではないか。既にあるものを活245 
用していくのがよいと考える。 246 

＜MVNO 等＞ 247 
 自社として管轄の緊急通報受理機関へ接続を行う。その際、MNO各社及び緊急通報受理機関各248 

所の協力的な対応を要望。（日本通信） 249 
 MVNE、ベンダーと適切に連携を行い、求められるシステムを構築する予定。（HIS Mobile） 250 
 地域 BWAを展開するエリアは緊急通報受理機関と直接接続する方向で検討。それ以外の全国251 

MNO 等とのローミングエリアは、全国 MNO等の協力をいただきながら、技術的課題を含め、実252 
現方策を検討。（CATV連盟） 253 

 MNO の既存設備の活用自体は技術的には可能と思われる。仮に MNO等の既存設備の活用や卸提254 
供ができない場合は、全国の緊急通報受理機関への接続が必要となるが、これは MVNOにとっ255 
ては相当の困難性が伴い、実現が難しい。（MVNO委員会） 256 

＜MNO 等＞ 257 
 緊急通報については、音声伝送携帯電話番号の指定を受けた事業者が自ら提供すべきと考え258 

る。卸提供の実現可能性については、具体的な接続形態や接続方法等の要望を受けて検討すべ259 
きものと考える。（NTTドコモ） 260 

 緊急通報については、イコールフッティングの観点から MVNOが責任をもって実現されるべき261 
機能と考える。MNOによる緊急通報の卸提供は技術的には不可能ではないものの、MNO側の音262 
声コアシステムに大規模な改修が必要となることから、現実的な方法にはなり得ない可能性が263 
高いと思われる。（KDDI） 264 

                                            
16 警察機関、海上保安機関及び消防機関のこと。 
17 情報通信審議会「固定電話網の円滑な移行の在り方」二次答申（平成29年９月） 
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 緊急通報を卸提供することは可能であるが、位置情報測位について、動作保証ができない、新265 
たなプロファイルのダウンロードが必要等、コスト負担以外にも整理すべき課題等が想定され266 
る。（ソフトバンク） 267 

 原則、緊急通報を含めた電気通信番号の使用に関する条件は、いずれも MVNOへ適用すべきと268 
考える。その上で、MVNO より緊急通報の卸提供等の具体的な要望があれば、真摯に対応す269 
る。緊急通報受理機関との通信のようなミッションクリティカルな場合における運用面につい270 
て、事業者間の責任分界等が曖昧・困難になる等のリスクがあり得るため、緊急通報受理機関271 
を交えた慎重な議論・検討が必要。（楽天モバイル） 272 

 273 
３．４ 方向性（考え方） 274 

MVNO等に音声伝送携帯電話番号を指定する場合の条件の適用について、関係者ヒアリ275 
ングにおいて、MNOからは、携帯電話の基地局に係る免許等の条件を除き、MNOと同等で276 
あるべきとの意見が示されており、MVNO等からは、携帯電話に係る基地局の免許等の条277 
件を除き、現行の条件を満たすように関連設備を構築していくことが示されている。 278 

音声伝送携帯電話番号の使用に関する条件（同番号を指定する場合の現行の３つの条279 
件とその他の２つの条件）について、以下、条件ごとに MVNO等に対する適用の可否や求280 
められる対応等を整理する。 281 

 282 
＜(1) 携帯電話に係る基地局の免許等に関する条件＞ 283 

２．（MVNO等への音声伝送携帯電話番号の指定の可否）における整理のとおり、284 
MVNO等に音声伝送携帯電話番号の指定を行うこととする場合、携帯電話の基地局に係285 
る免許等の条件を MVNO等に適用することはできない。 286 

他方で、MVNOにおいても、利用者に浸透している携帯電話の音声伝送役務の特性・287 
機能（全国で利用可能であること等）を確保し、利用者に対して適切に当該役務を提288 
供することを担保する必要がある。 289 

この点、関係者ヒアリングにおいて、MNOからは、携帯電話に係る基地局の免許等290 
の条件に代わる携帯電話の音声伝送役務に係る設備（音声交換設備等）の設置を条件291 
とすることが新たに必要との指摘があり、これに対して、MVNOからは、MNOとの同等292 
性を確保することを前提として関連設備の構築を行っていくことが示されている。 293 

以上を踏まえると、音声伝送携帯電話番号の指定を受ける MVNOに対して、携帯電話294 
に係る基地局の免許等に代わる条件として、少なくとも、以下の条件を新たに設け、295 
これらを適用することが適当である。 296 

イ 音声呼の制御に必要な設備（IMS18又はこれに相当する設備）を設置すること 297 
ロ 加入者情報の管理・認証に必要な設備（HLR/HSS19又はこれに相当する設備）を298 
設置するとともに、IMSI20の指定を受けること 299 

                                            
18 IP Multimedia Subsystem。VoIPによる電話、音声、映像の送受信を含むマルチメディアサービスの提供基盤。 
19 Home Location Register / Home Subscriber Server。携帯電話番号、端末の所在地、顧客の契約状況といった顧客情

報を管理するデータべース。 
20 International Mobile Subscription Identity。電気通信回線設備に接続された端末設備を識別するための番号であ

り、加入者識別に使用される。 
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ハ MNOが提供エリアとする全国での発着信が可能となるようホスト MNOとの連携300 
を行うこと 301 

なお、BWA事業者が自網を利用して音声伝送役務を提供する場合については、上記302 
イ及びロの設備設置の条件は何らかの形で確保される蓋然性が高いことから、単に303 
BWAに係る基地局の免許等を受けていることを条件とすることが考えられるところで304 
あるが、今後の BWAに係る規律の検討も踏まえて適切な条件を定めることが適当であ305 
る。 306 
 307 

＜(2) 技術基準への適合に関する条件＞ 308 
MNOは、携帯電話の音声伝送役務を提供する電気通信設備について、電気通信事業309 

法において、損壊又は故障により電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないよう310 
にすること、電気通信役務の品質が適正であること等が確保されるように定められた311 
技術基準に適合するように維持しなければならないとされている。 312 

MVNO等が MNOと同等の携帯電話の音声伝送役務を提供するためには、MVNO等の音声313 
伝送役務を提供するための電気通信設備についても、MNOと同等の技術基準に適合す314 
ることが求められ、これを確保するためには、MVNO等に対し、現行の技術基準と同等315 
の条件を適用することが適当である。 316 

なお、現状、音声伝送携帯電話番号の使用に関する条件として、MNOに求めている317 
事業用電気通信設備の技術基準への適合維持等について、MVNO等に対してどのように318 
制度的に担保していくべきか、今後検討していく必要がある。 319 

 320 
＜(3) 他事業者との接続に関する条件＞ 321 

携帯電話サービスは、一定の地域での利用に限定されることなく、また、携帯電話322 
相互間、携帯電話と固定電話の相互間での通信が可能となっており、音声伝送携帯電323 
話番号の指定を受ける MVNO等においても、これを確保することが求められる。 324 

このため、MVNO等に対し、固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号のいずれかの指325 
定を受けた電気通信事業者との間での通話を可能とすること等を求める現行の基準を326 
適用することが適当である。 327 

 328 
＜(4) 緊急通報の確保に関する条件＞ 329 

緊急通報の確保に関する条件（利用者が緊急通報を行うことが可能であること）に330 
ついては、音声伝送携帯電話番号の「指定」の条件ではなく、音声伝送携帯電話番号331 
を使用する全ての電気通信事業者に適用される同番号の「使用」の条件であることか332 
ら、引き続き、音声伝送携帯電話番号を使用する全ての電気通信事業者に現行の条件333 
を適用することが基本と考えられる。 334 

他方で、緊急通報の確保の方法については、MNOからは、MVNOも音声伝送携帯電話335 
番号の指定を受ける以上、MNOとのイコールフッティング確保等の観点から、原則、336 
自ら緊急通報受理機関と接続を行うことにより、発信者の位置情報等を通知する機能337 
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を含めて、緊急通報を提供すべきとの意見がある。このため、こうした意見に対する338 
考え方を整理する必要がある。 339 

MVNO等からは、提供エリア内の全部又は一部の緊急通報受理機関との接続を行う340 
（予定）とする意見がある一方、全国の全ての緊急通報受理機関との接続について341 
は、MVNO等にとっては実施困難性が高いとの意見もある。このため、MNOと同様に自342 
ら全国の緊急通報受理機関に接続を行うことを求める場合、音声伝送携帯電話番号の343 
指定を受けることができる MVNO等が極めて限定的になるおそれがあると考えられる。 344 

加えて、固定電話網の IP網への移行に向けて、緊急通報受理機関からのコールバッ345 
クにおいて通報者との通話がつながりやすくなる５つの機能 21（以下「つながりやす346 
くなる５機能」という。）に対応していくことについて携帯電話用設備に関しても検討347 
が必要とされているところ、MVNO等が自ら緊急通報を提供する場合、MVNO等において348 
も同様の取組が必要となると想定される。 349 

こうした状況を踏まえ、MVNO等による緊急通報の確保に関し、MNOと同様に自ら全350 
国の緊急通報受理機関に接続を行うことが本来は望ましいと考えられるものの、MVNO351 
等の保有設備や事業規模等を考慮すれば、これを義務的な条件とすることが、いわゆ352 
る参入障壁となるおそれがあると委員等から指摘されている。 353 

また、MVNO等による緊急通報の提供に関し、MN0によるものとの間で差が生じる場354 
合に利用者に影響が及ぶことも危惧され、委員等からは、このような点も踏まえなが355 
ら制度設計を行う必要があることも併せて指摘されている。 356 

加えて、MVNOが番号指定を受けることが可能な諸外国の状況をみると、番号指定の357 
条件について、「MVNOとして足りない要件は MNOとの契約でカバー可能」（イギリ358 
ス）、「必要な機能は、ホスト MNOとの契約において確保されればよい」（オランダ）な359 
ど、必ずしも自ら全国の緊急通報受理機関に接続することを求めるなどの MNOと同様360 
の条件を課しているという状況にはない。 361 

これらの状況を勘案すると、緊急通報の提供に関し、例えば、MNO等からの卸提供362 
や、MVNO等の事業者間での連携を許容することとしても、特段の支障はないと考えら363 
れ、画一的に MNOと同様に自ら全国の緊急通報受理機関に接続するなどの対応を求め364 
なくてもよいと考えられる。 365 

以上を踏まえると、MVNO等による緊急通報の提供については、関係者ヒアリングに366 
おいてその意向が一部で示されているように、自ら「全国の緊急通報受理機関に接続367 
する」ことも排除されないが、提供エリア（ローミングエリアを含む。）の全部又は一368 
部のエリアにおいて、ホスト MNO等のネットワークを介した緊急通報の実現も認める369 
ことが適当である。 370 

この場合において、ホスト MNO/MVNO等間の協議を通じて、卸電気通信役務の提供の371 
有無やその範囲など、緊急通報の実現の在り方について合意していくことが適当であ372 
る。その際、個々の形態や方法のほか、 373 

                                            
21 ①1XY番号通知、②転送解除、③着信拒否解除、④第三者発着信制限、⑤災害時優先接続 
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・利用者への確実な緊急通報の提供を必ず達成すべき事項として、両者が適切に協374 
力すること 375 

・MVNO等による緊急通報受理機関への接続（発信者の位置情報等を通知する機能を376 
含む。）に関する意向や対応可能性のほか、「つながりやすくなる５機能」などの377 
緊急通報受理機関が求める事項の確保に関する実現性を十分考慮すること 378 

・MNO設備に必要となる改修等を踏まえた対応可能性を考慮すること 379 
を踏まえて、協議が行われることが適当である。 380 

なお、MVNO等が自ら緊急通報を提供する場合においては、緊急通報の提供のために381 
緊急通報受理機関に既に接続している電気通信事業者は、新たに接続しようとする382 
MVNO等に対して協力的に対応することが適当である。 383 

また、緊急通報の確保に関する条件については、音声伝送携帯電話番号を使用する384 
全ての電気通信事業者に現行の基準を引き続き適用することが適当であるところ、385 
MVNO等による緊急通報の提供に関連する制度に関して、総務省において検討していく386 
ことが適当である。 387 

 388 
＜(5) 番号ポータビリティの確保に関する条件＞ 389 

番号ポータビリティの確保の条件については、音声伝送携帯電話番号の「指定」の390 
条件ではなく、音声伝送携帯電話番号の指定を受けた者及びその者から卸電気通信役391 
務の提供を受ける者に適用される同番号の「使用」の条件であることから、引き続392 
き、現行の条件を同様に適用することを基本として検討を行うことが適当と考えられ393 
る。 394 

現行の条件は「音声伝送携帯電話番号の指定を受ける事業者の相互間で番号ポータ395 
ビリティを可能とすること」とされているため、番号の指定を受ける MVNO等について396 
も、自ら番号ポータビリティに係るデータベースを設置の上、他社へのリダイレクシ397 
ョンを担うことが求められるが、関係者ヒアリングにおいて、音声伝送携帯電話番号398 
の指定を要望する MVNO等からは、こうした対応を行うことが示されている。 399 

以上を踏まえ、番号ポータビリティに関する条件については、電気通信番号の指定400 
を受ける事業者として一定の対応が求められるが、引き続き、現行と同様の基準を適401 
用することが適当である。 402 

 403 
 404 

４．音声伝送携帯電話番号の指定単位 405 

４．１ 現状・課題 406 
現状、音声伝送携帯電話番号の指定の申請については、電気通信番号使用計画の認定407 

（変更の認定を含む。）の申請に併せて行うこととしている。総務省では、電気通信番号408 
使用計画の認定に併せて、同番号を 10万番号単位で指定している 22。 409 

                                            
22 090の場合：090CDEFGHJKのうち、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めている。 
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MVNO等に音声伝送携帯電話番号を指定する場合、一般に MNOに比して利用者数が少な410 
いことが想定されるため、有限希少な番号資源の適切な管理の観点から、MVNO等に対し411 
ては、10万番号単位よりも少ない単位で指定することが考えられるか、また、その場合412 
にどのような影響があるか、検討する必要がある。 413 

 414 
４．２ 主な意見 415 

委員会等において、音声伝送携帯電話番号の指定単位について委員等から示された主416 
な意見は以下のとおりである。 417 

＜委員＞ 418 
 現行の指定単位は 10万単位であるが、利用者が少ない事業者が指定を受ける場合、指定単位419 

の細分化について考える必要がある。 420 

＜MVNO 等＞ 421 
 音声伝送携帯電話番号の指定単位を現行の 10万番号よりも少なくすることについて、特段問422 

題はない。（日本通信、HIS Mobile） 423 
 電気通信番号については、サービス提供に必要な番号を必要なタイミングで指定を受けられる424 

ことと、ひっ迫する番号の効率的な利用の両立を図ることが重要。申請時の需要見込みなどに425 
基づき、１万から 10万の間で、適切な数の番号を指定いただけるような仕組みを要望。（CATV426 
連盟） 427 

 音声フル MVNOを前提とする場合は、MNO と同様に 10万番号単位とし、ライト MVNOを含めて428 
考える場合は、より小さい単位(1 万番号単位等)とすることが必要。仮に 1万番号単位等、小429 
さい単位とする場合は、需要急増等に対応するためのバッファが小さくサービス提供に支障を430 
生じるおそれがあるため、より迅速な番号の追加割当てや、番号の追加指定申請のための使用431 
率の基準の緩和等を実施いただくことが望ましい。（MVNO委員会） 432 

＜MNO 等＞ 433 
 現状の 10万番号単位より少ない単位での指定に変更になった場合、登録する番号のレコード434 

数の増加に伴う設備容量の見直しや一部設備（10万番号単位で番号管理している設備等）の435 
改修等の対応が必要となる可能性がある。新規事業者へは１万番号単位で指定する等の運用を436 
する場合は、必要な設備容量の見直しや設備改修等の対応が限定的になる可能性はある。（NTT437 
ドコモ） 438 

 音声コア設備並びに情報システムの一部において、他社番号参照に関するシステム改修が発生439 
する見込み。一方、現状、10万番号に対して 1000番号が AAT接続試験用番号として割り当て440 
ることが TTC標準となっており、1 万番号単位となる場合、TTC標準の更新等の措置が必要。441 
（KDDI） 442 

 既存事業者に対しては 10万番号単位の指定を継続し、新規事業者へは１万番号単位で指定す443 
る等、可変的な運用が比較的影響は少ない。なお、PHSは 2024年にサービス終了なもののサ444 
ービス終了までに改修が完了しないため、PHSから該当の CDEF宛ての発信は不要とする必要445 
がある。（ソフトバンク） 446 

 本運用面に係る問題や影響については現時点ではその規模や範囲が不明瞭であるため、具体的447 
な運用イメージ等をもとに精査する必要がある。また、番号増設作業等にかかる様々なリード448 
タイムについても短縮に向けた検討等が必要と考える。（楽天モバイル） 449 

 既存の事業者に対して 10万番号単位の指定を継続すれば、指定済みの番号に対してレコード450 
数を増やす必要はない。ただし、指定番号単位の混在化により、「0A0-xxx」迄の番号で番号指451 
定事業者を特定できたところが、今後は「0A0-xxxx」迄の番号迄確認する必要がでてくること452 
から、既存事業者によってはルーチング設定の変更等、影響が出ると想定される。（NTT東453 
西） 454 

 455 
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４．３ 方向性（考え方） 456 
現状、音声伝送携帯電話番号は 10万番号単位で指定を行っており、MNOが見込む需要457 

等との関係で、これまで特段の支障は認められていない。 458 
他方、一般に MVNO等は MNOよりも利用者が少なく、現状の 10万番号単位をそのまま459 

適用すると、この単位に満たない番号の使用となる事業者が出てくる可能性がある。 460 
MVNO等に音声伝送携帯電話番号を指定する場合、有限希少な番号資源の適切な管理の461 

観点から、当面は、10万番号単位より少ない１万番号単位での指定が適当である 23。 462 
この点、関係者ヒアリングにおいて、MVNO等からは 10万番号単位よりも少ない単位463 

で指定を受けることに特段の問題は生じないことが示されている。 464 
他方、MNOからは、MVNO等と同様に、MNOに対しても１万番号単位での指定とする場465 

合、登録する番号のレコード数の増加に伴う設備容量の見直しや一部設備（10万番号単466 
位で番号管理している設備等）の改修等の対応が必要となる可能性があることから、相467 
当の影響が及ぶ可能性があるが、MNOに対しては現行の 10万番号単位の指定が維持され468 
る場合には、その影響が限定的になる可能性があることが示されている。 469 

以上を踏まえると、MVNO等に対しては１万番号単位で音声伝送携帯電話番号を指定す470 
る一方で、MNOに対しては、引き続き、10万番号単位で指定することが適当である。 471 

なお、指定番号単位が混在することにより、既存事業者への影響も想定されるが、今472 
後、こうした課題についても対応を検討していくことが適当と考えられる。 473 

 474 
 475 

５．060 番号の音声伝送携帯電話番号への開放時期 476 

５．１ 現状・課題 477 
携帯電話サービスの契約者数は年々増加しており、これに伴い、音声伝送携帯電話番478 

号の指定数も同様の傾向にある。音声伝送携帯電話番号については、平成 11年当時、479 
090番号が対象であったが、それ以降、080 番号と 070番号も対象にするなど順次拡大し480 
てきた経緯がある。 481 
また、こうした近年の音声伝送携帯電話番号の指定数の増加を踏まえて、過去の情報482 

通信審議会の答申等において、将来、060番号を音声伝送携帯電話番号として使用する483 
ことも見据えて留保しておくこと等が提言されている。 484 

このため、現状の音声伝送携帯電話番号（070/080/090番号)の指定数や、今後の同番485 
号の需要の見込み等を踏まえて、音声伝送携帯電話番号用として 060番号を開放する時486 
期等について検討する必要がある。 487 

 488 
５．２ 主な意見 489 

委員会等において、060番号の音声伝送携帯電話番号への開放時期について委員等か490 
ら示された主な意見は以下のとおり。 491 

                                            
23 多様な事業者が指定を受けている特定IP電話番号（050番号）については、１万番号単位としている。 
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＜委員＞ 492 
 音声伝送携帯電話番号の使用状況を踏まえて、音声伝送携帯電話番号が逼迫するようであれ493 

ば、開放時期を考えておく必要がある。 494 
 495 
５．３ 方向性（考え方） 496 

音声伝送携帯電話番号の 060番号の使用については、平成 27年の情報通信審議会（答497 
申）、令和元年の総務省の研究会において検討が行われ、「適切な時期に携帯電話番号用498 
として 060番号の開放時期等を検討すること」、「将来的に携帯電話番号として使用する499 
ことも見据えて留保しておくこと」と提言されており、こうした提言を踏まえて対応し500 
ていくことが求められる。 501 
音声伝送携帯電話番号（070/080/090番号)の指定数は、令和２年度末時点において、502 

2億 5,310万という状況にある（割当可能数は 2億 7000万。同番号の使用数は、1億503 
7,961万。）。 504 
今般の検討において、MNO４社から令和６年度末までの需要見込みを関係者ヒアリング505 

において確認した。また、MVNO等からは、音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合の506 
需要の見込数は、サービス開始から２～３年後に 100万～1,000万番号を見込む事業者507 
もみられている。 508 
現状の音声伝送携帯電話番号の指定状況及び使用状況を踏まえつつ、上記の需要見込509 

みを勘案すると、当面、令和６年度までの間において、音声伝送携帯電話番号の割当て510 
が逼迫する状況には必ずしもなく、近々、060番号を音声伝送携帯電話番号として位置511 
づけ、制度を改正しなければならない状況にはないと考えられる。 512 

このため、引き続き、需要の動向は注視していく必要があるが、今後、総務省におい513 
て、060番号の開放が適時適切に行えるよう、電気通信市場の環境変化も踏まえながら514 
対応していくことが適当である。 515 

 516 
 517 
６．その他 518 
６．１ 現状・課題 519 

MVNO等に音声伝送携帯電話番号の指定をすることとなる場合、これに付随する課題と520 
して以下の事項があげられ、検討する必要がある。 521 

・データ伝送携帯電話番号（020番号）の指定の条件について、090等と同様に携帯電522 
話に係る基地局の免許等を受けていることが条件となっているが、同条件について523 
も見直しが必要か。 524 

・音声伝送携帯電話番号の識別対象について、現行基準（電気通信番号計画）では、525 
「携帯電話又は PHSに係る役務に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される526 
利用者の端末設備」を識別するとしているが、見直しの検討が必要か。 527 

 528 
６．２ 主な意見 529 

委員会等において、委員等から示された主な意見は以下のとおり。 530 
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＜委員＞ 531 
 090 番号の指定を受ける MVNO等への 020番号の指定について、090番号と同様に携帯電話に係532 

る基地局の免許の条件を不要とする方向性は理解するが、それに代わる条件が必要となるので533 
はないか。 534 

＜MNO 等＞ 535 
 基地局免許の条件を変更する際には、音声伝送携帯電話番号により何を識別対象とすべきかに536 

ついての検討が必要。（NTT ドコモ） 537 
 音声伝送携帯電話番号は、「携帯電話又は PHSに係る役務に係る端末系伝送路設備及び当該設538 

備に接続される利用者の端末設備等」を識別するものと定められている。基地局免許の条件が539 
緩和された場合、音声伝送携帯電話番号が何を識別する番号なのかが曖昧になる。（ソフトバ540 
ンク） 541 

 542 
６．３ 方向性（考え方） 543 

①データ伝送携帯電話番号の指定基準 544 
データ伝送携帯電話番号の指定を受けるためには、携帯電話に係る基地局の免許等を545 

受けていることが条件となっているが、音声伝送携帯電話番号の指定の条件と異なり、546 
ローカル５G24に係る基地局の免許等を受けている場合もデータ伝送携帯電話番号の指547 
定を受けることが可能となっている。 548 
これまで、データ伝送携帯電話番号の基地局の免許等に関する条件の緩和等について549 

具体的な意見･要望はないが、今般の検討において、音声伝送携帯電話番号の指定を受550 
けることを要望する MVNO等から、音声伝送携帯電話番号の指定を受けた MVNO等がデー551 
タ伝送携帯電話番号の指定を受けようとする際、携帯電話に係る基地局の免許等の条件552 
によって、データ伝送携帯電話番号が受けられない状態は回避すべきとの意見がある。 553 

携帯電話に係る基地局の免許等を受けていることをその指定の条件とする、音声伝554 
送携帯電話番号とデータ伝送携帯電話番号について、いずれかの条件を見直す場合、555 
他の条件も見直すことが整合的と考えられる。 556 

また、過去にデータ伝送携帯電話番号の指定の条件を検討した際、音声伝送携帯電557 
話番号の指定条件において携帯電話に係る基地局の免許等を受けていることを条件と558 
していることや、データ伝送携帯電話番号についても、同様に基地局を含む携帯電話559 
ネットワークを有することを前提としていることを理由として携帯電話に係る基地局560 
の免許等を受けていることを条件とした経緯がある。 561 

以上を勘案すると、データ伝送携帯電話番号の指定の条件に関し、携帯電話に係る562 
基地局の免許等を受けていることについては、少なくとも、音声伝送携帯電話番号の563 
指定を受ける MVNO等に対して適用しないこととする（又は、音声伝送携帯電話番号564 
の指定を受けた MVNO等であることを代替として認める）方向で、制度の見直しを検565 
討することが適当である。 566 
なお、携帯電話に係る基地局の免許等の条件に代わる条件として、３．４（方向性567 

（考え方））(1)に掲げた３つの条件に相当する条件を設定することも考えられる。今568 

                                            
24 地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体などの様々な主体が自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟

に構築できる５Gシステム。 
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後、総務省において、データ伝送携帯電話番号の指定の条件に関する要望等を踏まえ569 
つつ、検討していくことが適当である。 570 

 571 
②音声伝送携帯電話番号の識別対象 572 

電気通信番号は、電気通信設備や電気通信役務を識別するとされているところ、電573 
気通信番号計画上、音声伝送携帯電話番号については、「携帯電話又は PHSに係る役務574 
に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備」を識別するも575 
のとされている。 576 
MVNO等が音声伝送携帯電話番号の指定を受けることにより、端末系伝送路設備を有577 

しない電気通信事業者が音声伝送役務を提供することとなるため、同番号による識別578 
の対象の考え方を改めて整理する必要がある。 579 

現状においても、MVNO等は、端末系伝送路設備を有することなく音声伝送役務を提580 
供しているが、引き続き、利用者の端末設備と基地局の間の無線区間は MNOに依拠す581 
る以上、全体としてみれば、「端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端582 
末設備」を識別していると整理することも可能と考えられる。 583 

他方で、MNOが音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合は「端末系伝送路設備及584 
び当該設備に接続される利用者の端末設備」を識別するものとし、MVNO等が音声伝送585 
携帯電話番号の指定を受ける場合は「利用者の端末設備」を識別するものとして、そ586 
の識別対象を分離する案や、全体を見直して、「携帯電話又は PHSに係る役務」を識別587 
する案も考えられる。 588 

いずれにしても、現行の規定を維持する場合に具体的にどのような支障が生じる589 
か、また、どのように規定することが電気通信番号計画の全体をみて整合的か、など590 
を踏まえつつ、総務省において、見直しの必要性も含めて検討することが適当であ591 
る。 592 

  593 
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第３章 固定電話番号を使用した電話転送役務の在り方について 594 

１．基本的な考え方 595 

１．１ 固定電話番号を使用した電話転送役務に関する制度等 596 
（１）背景 597 

電気通信事業者が固定電話サービスを提供するために使用する固定電話番号（0AB～598 
J番号）については、地理的識別性やサービス・通話品質の確保を通じて、社会的信599 
頼性を得ながら、国民生活に広く浸透してきた。 600 

このような固定電話番号を使用した電話転送役務については、例えば、自宅等でテ601 
レワークを実施する場合に、会社の固定電話番号（代表番号等）を使用して発着信さ602 
せるなど、利用者ニーズに応じて提供されており、働き方改革の推進にも寄与するも603 
のである。 604 

他方で、転送電話役務の普及や提供形態の多様化により、固定電話番号から想起さ605 
れる地域やサービス・通話品質について、通話の相手に誤認を与えることもあり得る606 
ところ、固定電話番号が確保してきた地理的識別性や、これを通じた社会的信頼性の607 
前提に綻びが生じるおそれもある状況となってきている。 608 

このような中で、平成 30年の電気通信事業法の改正も契機としながら、情報通信審609 
議会においては、同年４月から９月まで、「固定電話番号を利用する転送電話サービス610 
の在り方」に関して審議され、電話転送役務の利用者の利便や、一般の消費者の保護611 
などを図る観点から、「地理的識別性及び社会的信頼性の確保の在り方」、「通話品質の612 
識別性の確保の在り方」、「緊急通報の確保の在り方」及び「番号非指定事業者（番号613 
指定事業者からの番号の卸提供）による転送電話サービスの提供の在り方」につい614 
て、答申がまとめられ、また、それに基づく関係者の取組が適切に実施されていくよ615 
う、フォローアップを行うこととされた。その後、令和元年５月に、改正電気通信事616 
業法が施行され、新たな電気通信番号制度が開始された。 617 

現状、新制度開始から約２年半が経過する中で、新型コロナウイルスの感染症の拡618 
大防止や社会全体のデジタル化の促進などを背景として、テレワークが一層普及し、619 
電話転送役務の重要性も従来にも増して高まっており、かつ、今後もこのような状況620 
は続くものと考えられることから、電気通信番号制度について改めて検討する必要が621 
生じている。 622 

 623 
（２）固定電話番号を使用した電話転送役務の提供の条件 624 

固定電話番号を使用した電話転送役務の提供の条件については、電気通信番号計画625 
第３において、「電気通信番号の使用に関する条件」として定められており、その内容626 
は次のとおり。なお、電気通信番号計画の施行前から電話転送役務を提供する事業者627 
については、同計画附則第４項により、施行後３年間（令和４年５月 21日まで）の経628 
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過措置として、最終利用者の本人確認を除き、適用を受けないことができることとさ629 
れている。 630 

図表２ 固定電話番号を使用した電話転送役務の提供の条件 631 
 

電気通信番号の使用に関する条件 

 

代替手段 

緊急通報の取
扱い 

発信転送）誤認を生じさせる緊急通報を不可能とし、緊急
通報の代替措置を講ずる。 

― 

本人確認及び
拠点確認 

・最終利用者の本人確認を行う。 
・最終利用者の活動の拠点が番号区画内に存在することの

確認を行う。 

発信転送）発信元の電気通信
番号を通知しない。 
（※）着信転送も提供している場

合は適用不可 

拠点への設備
設置確認 

固定端末系伝送路設備の一端が番号区画内の最終利用者
の活動の拠点に設置※されていることの確認を行う。 
（※）DC(データセンター)等への設備設置については、最終利用者

が認知している場所(DC等)に固定電話の責任分界点(ポート

等)が設定されていて、かつ当該場所において端末設備を接続

して転送によらない固定電話サービスを利用できる状態にあ

る場合は本条件を満たすものとして運用 

発信転送）発信元の電気通信
番号を通知しない。 
（※）着信転送も提供している場

合は適用不可 

品質確認 050 IP電話の品質又はこれと同程度の品質を満たしてい
ることの確認を行う。 

発信転送・着信転送）品質確
保がない回線に転送される旨
を通話の相手方に通知する。 

又は 
発信転送）発信元の電気通信
番号を通知しない。 
（※）着信転送も提供している場

合は適用不可 

 632 
（３）電話転送役務の主な提供形態 633 

固定電話番号を使用した電話転送役務を提供する電気通信事業者について、総務大634 
臣が電気通信番号使用計画の認定 25を行った者は、令和２年度末現在で 83者存在す635 
る。 636 
これらの者による電話転送役務の提供形態について、提供事業者（番号指定事業者637 

又は番号非指定事業者）と端末系伝送路設備の一端の設置場所（居所等又は DC等（デ638 
ータセンターや通信局舎など））で類型化すると、次のとおり。 639 

図表３ 電話転送役務の提供形態（典型例） 640 

                                            
25 電気通信事業法第50条の２第３項に基づく、標準電気通信番号使用計画（令和元年総務省告示第７号）と同一の内容の

電気通信番号使用計画を作成した場合等のみなし認定を除く。 
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 641 
 642 
１．２ 電話転送役務に関する現状及び今後の動向 643 

委員会において、昨今の技術の進展、新型コロナウイルス感染症の拡大、社会全体の644 
デジタル化の促進等の状況も踏まえて、電話転送役務の現状や今後の役割等を聴取する645 
ため、関係者ヒアリングを行ったところ、次のような意見があった。 646 
 コロナ禍によるリモートワークの急激な普及により、電話転送役務の需要も従来以上に増加。特647 

にクラウドとの連携により、固定電話の信頼性とネットの利便性を橋渡しする欠かせないビジネ648 
スツールになりつつあると認識。（KDDI） 649 

 在宅勤務の普及等に伴い、自宅に居ながら会社の固定電話番号で発着信を行う等のニーズが増加650 
傾向にあり、電話転送役務はそのようなニーズに対応した役割を果たすと考える。（ソフトバン651 
ク） 652 

 コロナ禍におけるテレワークの普及に伴い、場所にとらわれない働き方を支えるコミュニケーシ653 
ョンツールとして、オフィスの 0AB～J番号で発着信可能な電話転送サービスのニーズが高まっ654 
ている。クラウド型コミュニケーションツールと連携したサービスの提供を検討中。（NTTコミュ655 
ニケーションズ） 656 

 コロナ時代・少子高齢化・介護・地方移住・遠隔医療等の社会の諸課題・市民のニーズにテレワ657 
ークは必須。これを支えるのがユニファイド通信サービスであり、これらのサービスが世界と調658 
和的・競争的に発展することが、日本の産業の生産性向上や日本社会の更なる発展に必要。（ま659 
ほろば工房） 660 

 テレワークの価値は「オフィスの場所に縛られない柔軟な労働環境を実現する」ことにあり、働661 
き方の改革、育児世代や介護世代の労働力活用、地域人材の活用など、日本の産業競争力の強化662 
を実現するために必要不可欠な手段。ユニファイド通信サービスは社会インフラとして今後ます663 
ます普及。当社は、日本の高度に進展した ICT技術と当社が自社開発した装置等を組み合わせ、664 
サービスの海外展開を検討。(三通テレコム) 665 

 電話転送役務の利用により、ノート PCやスマートフォンを持ち運ぶこと＝オフィスを持ち運ぶ666 
こととなり、従業員がオフィス以外の場所で仕事（テレワーク）をする際の生産性の向上。交通667 
機関の混雑緩和、過密によるウイルス感染の防止にもつながる。テレワークは諸外国でも進んで668 
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おり、多くの企業が高度人材の獲得や生産性向上に活用。生産性を維持しながらも、安全に、場669 
所や時間にとらわれない多様な働き方を可能とする電話転送役務は、テレワーク推進に不可欠。670 
（マイクロソフト） 671 

関係者ヒアリングを通じて、固定電話番号を使用した電話転送役務は、電気通信番号672 
の指定を受ける事業者（番号指定事業者）と、番号指定事業者から卸電気通信役務又は673 
利用者約款に基づく大口契約による電気通信役務の提供を受ける事業者（番号非指定事674 
業者）によって、個人向け・法人向けに様々なサービスが提供されている現状を確認す675 
ることができた。 676 

また、近年の働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等を背景とし677 
てテレワークが普及してきているところ、電話転送役務のニーズも従来に増して高まっ678 
ており、かつ、今後もこのような状況は続くものと考えられる。そうした中で、電話転679 
送役務は、テレワークの一層の推進に不可欠なサービスとして、ビジネス利用を中心に680 
重要性が高まっていくと考えられる。 681 

諸外国においても、多くの企業が高度人材の確保や生産性向上のためにテレワークを682 
活用している。場所や時間にとらわれない多様な働き方を可能とする電話転送役務は、683 
テレワークの推進に不可欠であることが関係者ヒアリングにおいて示されている。 684 

他方で、固定電話番号を使用した電話転送役務については、悪質な事業者によって特685 
殊詐欺等のツールとなっている実態があり、こうした一部の不適正利用により消費者の686 
利益を阻害していることも指摘されている。 687 

新型コロナウイルス感染症が拡大し、「働き方改革」や「社会のデジタル化」の一層の688 
推進も課題となる中で、多様なサービスの創出の芽を摘むことなく、また、その一方で689 
消費者の利益を阻害しないよう、両者のバランスを考慮しながら制度の在り方を検討す690 
ることが重要である。 691 

 692 
１．３ 不適正利用の実態等 693 
（１）特殊詐欺等の現状と対策 694 

従来の携帯電話を用いた特殊詐欺に代わり、電話転送機能を悪用して、相手方に695 
｢03｣等の固定電話番号を表示させたり、官公署を装った電話番号への架電を求めるは696 
がきを送りつけたりする手法が増加している。こうした状況を踏まえ、令和元年６月697 
に犯罪対策閣僚会議により決定された「オレオレ詐欺等対策プラン」の下、総務省に698 
おいては、警察庁とも連携しながら、「特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停699 
止」や「電話転送サービス事業者に対する指導監督の強化」などに取り組んでいる。 700 

このような政府の取組を受け、電気通信事業者では、特殊詐欺に利用された固定電701 
話番号について、令和２年中に 3,378件の利用停止を実際に行っている。 702 

委員会において、特殊詐欺等の現状・対応ついて、関係者ヒアリングを行ったとこ703 
ろ、次のような意見があった。 704 
 過去の電話詐欺に関する新聞記事において、捜査関係者によると、詐欺グループは、番号購705 

入の際に身元確認が厳しい大手電話会社ではなくて、元請再販業者が転売した２次・３次の706 
再販業者から入手して足をつきにくくしていること、都内で２０１９年に起きたニセ電話詐707 
欺の９割は固定電話番号が使われていたことなどの状況が報じられている。 708 
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 電話番号と住所というのは、普通はセットで消費者の側に示されるものであると考える。電709 
話番号が示す場所に拠点がない場合の転送電話番号利用というのは虚偽の住所を使っている710 
ことがほとんどであろうと推測できるし、あるいは電話のみを使ってだます手口のものに使711 
われていると推察される。 712 

 事業者は警察から利用状況や利用者に関して照会を受けることがあるものの、照会時にその713 
背景等の説明はないため、不適正な利用を知ることはできない。しかし、協会を通じて警察714 
庁や捜査機関との意見交換を行い、不適正な利用の実態把握に努め、対策について議論して715 
いる。（JUSA） 716 

 提供している転送電話を利用したサービスで不適正な利用を認知したことはない。事業者と717 
して特殊詐欺利用の番号と判断することはなく、警察等からの情報に基づく場合に限られ718 
る。警察庁との間のスキームにより、利用停止の要請をいただいた番号については、利用停719 
止を行っている。（KDDI） 720 

 通信の内容については把握していないため、犯罪を認知することはできない。捜査事項照会721 
があった際にも、照会理由は付されていないため知り得ない。（まほろば工房） 722 

 捜査機関からの捜査事項照会はあるものの、照会の理由や目的は明かされないのが通例であ723 
ることから、当社が犯罪の事実・実態を知ることはほぼ不可能である。（三通テレコム） 724 

「オレオレ詐欺」をはじめとする特殊詐欺は、令和２年において、認知件数が725 
13,550件、被害額約 285億円と依然高い水準にある。特殊詐欺の被害者は、65歳以上726 
の高齢者が８割を占めるとされ、また、特殊詐欺を行うツールとして、固定電話番号727 
を使用した電話転送役務が利用されている実態がある。 728 

総務省においても、関係省庁と連携して、これまでどおり取組を進めていく必要が729 
ある。 730 

そのほか、各事業者や自治体等においても特殊詐欺による被害防止に資する取組を731 
行っており、一定の効果があると考えられる。例えば、通話録音機能付き端末（特殊732 
詐欺対策アダプター）から、録音した通話内容をクラウド上の特殊詐欺解析 AIにより733 
解析し、特殊詐欺の疑いがある場合に、契約者本人や親族等に注意喚起を行うサービ734 
スが一部の電気通信事業者から提供されている。また、メーカーからは、防犯機能付735 
きの電話機が販売されている。 736 

 737 
（２）制度運用の適正化の必要性 738 

令和元年以降、総務省において新たな電気通信番号制度の運用が図られてきたとこ739 
ろであるが、不適正利用を助長する可能性のある課題として、以下の点が挙げられ740 
る。 741 

・電気通信番号使用計画の認定を受けずに固定電話番号を使用した電話転送役務を742 
提供している者が存在すると考えられる。また、その中には、電気通信事業法第743 
16条第１項に基づく電気通信事業の届出を行っていない者もいると想定される。 744 

・電気通信番号使用計画の認定を受けていても、固定電話番号を使用した電話転送745 
役務の条件である「本人確認等」を適切に実施していない可能性がある（利用者746 
側が虚偽の対応を行っている可能性もある。）。 747 

・不適正な事例に対する是正等の行政の対応が必ずしも十分とはいえない（総務省748 
において、事業者等からの情報提供等を踏まえて、定期的にその是正に向けた対749 
応は行っている。）。 750 
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・新たな電気通信番号制度の導入に伴う経過措置により、制度的な例外が一部で容751 
認されていると考えられる。 752 

・電話転送役務に関する電気通信番号制度の周知が必ずしも十分に行き届いていな753 
い可能性があると考えられる。 754 

・固定電話・電話転送役務について卸電気通信役務が提供されており、２次・３次755 
卸も行われている。卸先事業者において制度への理解・対応が十分でない可能性756 
があると考えられる。 757 

・卸電気通信役務ではなく利用者約款による固定電話に係る電気通信役務の提供を758 
受けて、電話転送役務を提供する事業者の存在も想定される。 759 

・働き方の変化等により、レンタルオフィス、バーチャルオフィス等のニーズが増760 
加し、このような環境下においても電話転送役務が利用されているが、こうした761 
オフィス等の関係者において制度への理解・対応が十分でない可能性がある。 762 

ここで、バーチャルオフィスとは、ビジネス等を行う者が物理的なオフィスを構え763 
ることなく、法人登記のための住所をバーチャルオフィスの運営者等から借りて当該764 
住所（場所）を「仮想のオフィス」とするものである 26。バーチャルオフィスの運営765 
者は、同オフィスの利用者に対し、電話転送、電話受付代行、郵便物の転送等のサー766 
ビスも行っていると考えられる。このようなバーチャルオフィスの運営者による電話767 
転送サービスは、提供の実態が不透明なものになっている。 768 

また、関係者ヒアリングにおいても、業界団体からは、電気通信番号使用計画の認769 
定を受けていないと見られる者が多数あり、これを放置することは電気通信番号制度770 
におけるモラルハザードにつながることから、違反事業者や犯罪利用を繰り返し発生771 
させる者の指導等を進めていくことが重要である旨が指摘されている。 772 

これらを踏まえ、電気通信番号の不適正利用を防止し、制度運用の適正化を図って773 
いく必要がある。 774 

 775 
 776 

２．電気通信番号の使用に関する条件等の在り方 777 

２．１ 本人確認及び最終利用者の拠点確認 778 
（１）現状・課題 779 

固定電話番号を使用した電話転送役務の提供に当たり、電気通信番号の使用に関780 
する条件として、地理的識別性の確保の観点から、本人特定事項や番号区画内にお781 
ける活動の拠点の有無を確認することを課している。 782 

特に、後者の拠点確認については、最終利用者が勤務・居住するなどしている783 
「活動の拠点」に対して、固定電話番号により識別される固定端末系伝送路設備の784 
一端が設置されることを原則としている。その一方で、DC（データセンター）等へ785 

                                            
26 例えば、個人が起業しようとする場合に、住居用の建物賃貸借契約ではその物件での法人登記を禁じていることが通例

であり、自宅住所では法人登記できないことがあることから、バーチャルオフィスを利用するという事例も多く、起業

の容易化に貢献している面もある。 
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の設備設置について、総務省の運用上は、最終利用者が認知している DC等に固定電786 
話の責任分界点（ポート等）が設定されていて、かつ、当該場所において端末設備787 
を接続して転送によらない固定電話サービスを利用できる状態にある場合は、DC等788 
において転送することを許容していることから、「電話転送役務」の定義 27の見直し789 
を含め、制度趣旨の明確化を図る必要がある。 790 

 791 
（２）主な意見 792 

委員会での検討において、本人確認、最終利用者の拠点確認及び電話転送役務の793 
定義について、委員等から示された主な意見は以下のとおりである。 794 

＜委員＞ 795 
 0AB～J番号を使った転送電話サービスの商品価値を大きく決めているのは地理的識別性だ796 

と思っている。その地理的識別性を利用しないテレワークの環境を充実させたければ 050797 
番号等を使えばよく、0AB～J番号はその地理的識別性があるから商品価値が生まれてい798 
る。 799 

 地理的識別性をどう担保していくのか、それに違反しているところをどうなくしていくの800 
かを議論してから、サービスがより柔軟にできる仕組みを議論すべき。 801 

 日本の 0AB～J番号の信頼性、識別性を守るために、固定電話を使った転送電話の不正な802 
利用ができないルールの徹底が引き続き求められている。必要に応じてルールそのものや803 
運用の見直しがなされるべきだと考える。 804 

 クラウド PBXのようなサービスが今の時代は必要だということは分かるが、これを許容す805 
ると、不適正利用をしようとする人たちの需要が高まる。卸提供される場合も含めて、活806 
動の拠点をきちんと確認するというルールが確実に実施されていくことを望む。 807 

＜事業者等＞ 808 
 地理的特性や社会的信頼性の重要性はあると思う。それは生かしつつ、利便性の阻害にな809 

らない範囲で不正利用を阻止するというバランスを保つことが非常に重要。（KDDI） 810 
 固定電話番号は地理的識別性が担保されている、つまり、その人がちゃんとそこにいる、811 

拠点があるというところで安心していただいて、ひいては社会的信頼性につながってい812 
る。電話転送役務においても、「電話転送役務に使用される番号により識別される固定端813 
末系伝送路設備の一端が、番号区画内にある最終利用者の活動の拠点に設置されている」814 
ということを担保することが引き続き重要であり、地理的識別性を担保するための制度と815 
いうのは維持されるべき。（ソフトバンク） 816 

 急速に変容する社会的要請への対応やニーズの多様化を踏まえ、電話転送役務の利便性向817 
上に向けた柔軟な制度設計を要望。最終利用者の活動の拠点と同一の番号区画内の通信局818 
舎において、固定端末系伝送路設備相当は設置する考えではあるが、固定端末設備の設置819 
を不要とできるように要件緩和を希望。（NTTコミュニケーションズ） 820 

 821 
（３）方向性（考え方） 822 

                                            
27 電話転送役務：発信転送又は着信転送を行う機能の提供に係る電気通信役務 

発信転送：利用者の端末設備等に着信した通信（電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を着信先とするものを

含む。）について、当該端末設備等を識別する利用者設備識別番号に発信元を変更し、又は新たに設定して、当該利用

者が指定する端末設備等に自動的に転送すること 

着信転送：利用者の端末設備等に着信した通信（利用者設備識別番号を着信先とするものに限る。）について、発信先

を当該利用者があらかじめ指定した電気通信番号に変更（電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を設定するこ

とを含む。）し、当該発信先に自動的に転送すること 
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固定電話は、国民生活や社会経済活動において重要な役割を担うことが期待され823 
ており、引き続き、地理的識別性及び社会的信頼性を確保していくことが重要であ824 
る。 825 

このため、固定電話番号を使用した電話転送役務については、引き続き、本人特826 
定事項や番号区画内における活動の拠点の有無を確認するという条件を課していく827 
べきである。 828 

また、最終利用者が勤務・居住するなどしている「活動の拠点」に対して、固定829 
電話番号により識別される固定端末系伝送路設備の一端が設置されることについて830 
は、引き続き原則とすべきである。 831 

他方で、固定端末系伝送路設備に関し、その一端の設置場所について、最終利用832 
者の実際の居所とせずに、それと同一の番号区画内の DC等とし、インターネットや833 
携帯電話回線を用いて当該 DC等と最終利用者との間を転送しているサービスも少な834 
からず存在している。 835 

利用者の利便性の観点からは、このような事例の許容についても、利用者の実際836 
の居所及び DC等が同一の番号区画に存在するという条件の下で、引き続き継続すべ837 
きである。この場合において、固定端末系伝送路設備の一端については、固定端末838 
設備等を接続できるようにし、転送によらない固定電話を利用可能な状態としてお839 
くべきである。 840 

「発信転送」及び「着信転送」の定義については、利用者の実際の居所ではない841 
DC等における転送を許容するのであれば、転送すべき呼が着信する「端末設備等」842 
に関しては、「利用者」に所有権・利用権があると明記する必要はないなど、技術の843 
進展による実態を踏まえて適切に見直すべきである。 844 

 845 
２．２ 緊急通報 846 

（１）現状・課題 847 
固定電話番号を使用した電話転送役務の提供に当たり、電気通信番号の使用に関848 

する条件として、発信転送による緊急通報に際し、固定電話番号等を緊急通報受理849 
機関に通知することで、緊急通報の利用者を誤認させるおそれがある場合に、当該850 
緊急通報を不可能とする措置等 28を講じることを課している。 851 

関係者ヒアリングにおいては、発信転送による緊急通報に関し、「単一の商用電話852 
取次サービス」などの海外事例が紹介されており、緊急通報の利用者を誤認させる853 
おそれがある場合の対応策として有効であると指摘されている。 854 

 855 
（２）主な意見 856 

                                            
28 現状では、緊急通報を不可能とする措置及び緊急通報を代替して提供するための措置を講じ、かつ、電話転送役務にお

いて緊急通報を利用できないことについて利用者に説明を行う必要があることとしている。例えば、スマートフォンア

プリで発信した呼を固定電話番号で識別される端末設備等に着信させ、当該呼の発信転送を行うサービスについては、

利用者が当該アプリで緊急通報を行おうとする場合に、当該アプリの機能による発信転送を行わずに、携帯電話の本来

の音声通話機能に切り替えて緊急通報を行うものであれば、提供可能である。 
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委員会において、緊急通報の基準について委員等から示された主な意見は以下の857 
とおりである。 858 

＜委員＞ 859 
 海外では発信転送を行う場合であっても、緊急通報を義務としている。これは地理的860 

識別性があるかないかによると思うが、日本は地理的識別性を持ち続けていて、それ861 
を守ろうとしている制度の下では緊急通報は不可でよいと考える。 862 

 転送電話事業者にて、通報者の所在する地域の緊急通報受理機関へ正しく接続できる863 
仕組みがあるのであれば緊急通報を行うことはよいが、別の機関へ接続する等、その864 
誤認を招く可能性があるのであれば難しい。 865 

 電話リレーサービスでは、通報者の位置を確認した上でしかるべき緊急通報受理機関866 
へ通報している。こういった仕組みは参考にできるのではないか。 867 

＜事業者等＞ 868 
 日本は「位置が特定できない場合は緊急通報サービスを不可」としている。ユニファ869 

イド通信サービスは今後も急速に普及していくことから、実現に向けて緊急機関と意870 
見交換の場を持ちたい。（JUSA） 871 

 地下で携帯が入らず、Wi-Fiだけが入る場所で人が倒れた場合に、Wi-Fiの通話はで872 
きるのに携帯がつながらないから緊急電話はできないというのは、セーフティーネッ873 
トの観点から言ってもあまりよいことではない。緊急通報はどういう回線を使っても874 
できるというのが望ましい。（まほろば工房） 875 

 876 
（３）方向性（考え方） 877 

固定電話番号には地理的識別性があることから、発信転送による緊急通報に際878 
し、固定電話番号等を緊急通報受理機関に通知することは、緊急通報の利用者の位879 
置等について緊急通報受理機関に誤認を与えるおそれが大きい。このような誤認が880 
起こらないように、発信転送を提供する事業者では、緊急通報を不可能とする措置881 
を講じているほか、顧客に対しては転送によらず携帯電話から通常の緊急通報を行882 
うよう案内するなどしている。 883 

発信転送を行う場合は、固定電話番号等の送信による緊急通報の利用者の誤認が884 
起こらないように、引き続き緊急通報を不可能とする措置を講じるべきである。 885 

他方、発信転送による緊急通報を取り次ぐためのコンタクトセンターなどの仕組886 
みについては、海外において有効な手段となっていることが関係事業者からも指摘887 
されている。このような仕組みを構築することについては、利用者の利益を保護す888 
る観点から転送によらない通常の緊急通報と同等性を確保できるか検討するなど、889 
緊急通報受理機関を含めた関係者間で慎重な議論を積み重ねる必要がある。 890 

 891 
２．３ 品質確認 892 

（１）現状・課題 893 
固定電話番号を使用した電話転送役務の提供に当たり、電気通信番号の使用に関894 

する条件として、050 IP電話の総合品質相当の品質を満たしていることの確認が行895 
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われていること、又は、その確認が行われていない場合においては、確認が行われ896 
ていない旨を通知するための措置等 29を講じることを課している。 897 

後段の品質確認がされていないことの通知については、関係者ヒアリングにおい898 
て、日本独自の制度であるとの指摘もあったところ、通知の意義について改めて検899 
討する必要がある。 900 

 901 
（２）主な意見 902 

委員会において、通話品質の基準や、品質確認がされていない場合におけるその903 
旨の通知について、委員等から示された主な意見は以下のとおりである。 904 

＜委員＞ 905 
 地理的識別性が一番重要。利用者目線では、音声品質に関しては、そこまで重視して906 

いないのではないか。 907 
 050 IP 電話の品質クラス Cは ITU-T Rec. G.109 では、Nearly all users 908 

dissatisfiedとなっている。広く利用されているウェブ会議システムもインターネッ909 
トを使用しているが、クラス Cを確保できないということはほとんどないのではない910 
か。 911 

 音声品質が確認できないから通知音を挿入するのでなく、事業者は品質をモニター912 
し、クリアすることを確認していくことが正しい方向ではないか。 913 

＜事業者等＞ 914 
 識別音の導入は交換機を改修することになるので、費用がかかる。そして、音を鳴ら915 

すことで、会話を遮ってしまうというような弊害がある。通話品質という観点でいえ916 
ば、コードレスフォン、携帯電話、企業の PBXでも通話品質が安定していないところ917 
はある。我々としては通知音をなくしていきたいと考えている。（JUSA） 918 

 ユニファイド通信は日本独自のものではなく、グローバルに展開できるようにしなく919 
てはならないもの。日本の規制に対応するように開発したもの、コスト高で開発した920 
ものを安い海外のものと競争させなければならず、グローバルスタンダードについて921 
いけない可能性が高い。世界と足並みをそろえて発展していくような事業環境をつく922 
っていただくように希望する。（まほろば工房） 923 

 識別音など日本独自の規制によって、海外では不要である機能を具備するために追加924 
の開発に対して時間・コストが増え、販売後の改良や展開も円滑にできないなど、競925 
争上多くの不利な状況がみられる。（三通テレコム） 926 

 日本では法的規制として品質基準が存在するが、マイクロソフトが電話転送役務を提927 
供している他の 24か国には法律上の電話の品質基準というものはない。数ある事業928 
者の中から選ばれるためには高い通話品質の提供は不可欠であり、結果として事業者929 
間の競争により品質の高いサービス提供が可能になっている。（マイクロソフト） 930 

 931 
（３）方向性（考え方） 932 

固定電話サービスは、他の電話に比べて高水準の通話品質が確保されているが、933 
固定電話番号を使用した電話転送役務については、転送区間に固定電話網以外（携934 
帯電話、050 IP電話、インターネット）が含まれる場合は、それらと同等水準とな935 
る。特に、インターネットを経由する転送については通話品質が保証されない。 936 

                                            
29 確認が行われていない旨を通知するための措置等（発信転送は①と②、着信転送は①のみ） 

①品質に係る規定を満たすことを確認していない旨を着信者へ通知するために必要な措置 

②当該発信転送に係る発信元の電気通信番号を通知しないこととするために必要な措置 
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通話の相手が電話転送役務の利用者であることを知らず、通常の固定電話への発937 
信と区別できない者にとっては、固定電話番号に発信した際には、音声品質につい938 
て一定の期待もあると考えられる。このため、050 IP電話相当の品質が満たされて939 
いることを確認することについては、引き続き原則とすべきである 30。 940 

また、品質確認がされていない場合におけるその旨の通知については、音声伝送941 
サービスであることから通知音の挿入以外の方法が考えにくいところ、その通知音942 
を挿入することで、疎通開始直後の会話が遮られるという不便も存在する。これに943 
対しては、インターネットを経由する音声伝送であっても 050 IP電話相当の品質と944 
なることは十分にあり得るとの指摘もあることから、通知音を一律不要とするので945 
はなく、電話転送役務の提供者が品質確認を実施することで通知音を挿入しないこ946 
ととする方が制度の本来的な趣旨に合致しており、合理性もあると考えられる。 947 

このことから、品質を確認しないと判断する場合には、引き続き、通知音を挿入948 
するなどの手段を講じるべきと考えられる。 949 

 950 
 951 

３．不適正利用を踏まえた今後の制度運用の在り方 952 

（１）現状・課題 953 
固定電話番号を使用した電話転送役務は、悪質な事業者によって特殊詐欺等のツ954 

ールとなっている実態があり、総務省としては、これまでも関係省庁と連携して特955 
殊詐欺の被害防止対策を行ってきているが、今後もこうした対応を継続していく必956 
要がある。 957 

電気通信番号制度においては、固定電話番号を使用した電話転送役務を提供する958 
電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を作成して申請を行い、総務大臣の認定959 
を受けることとされており、電気通信事業者が最終利用者の本人確認、拠点確認を960 
行うこと等を内容とする電気通信番号の使用に関する条件に従い、電話転送役務を961 
提供することを求めている。 962 

このような最終利用者の本人確認、拠点確認等が適正に行われることを確保しつ963 
つ、固定電話番号を使用した電話転送役務に係る電気通信番号制度を適正に運用し964 
ていくことが、不適正利用の防止に資すると考えられるが、現状においては、こう965 
した制度運用が必ずしも適切に行われているとはいえない。また、とりわけ電話転966 
送役務に関する制度の周知も十分に行き届いているとはいえないなど、課題もみら967 
れる。 968 

現行制度の施行に際しては、拠点の確認などの一部の事項に関する経過措置を設969 
けているが、これが例外を容認することにつながり、本来求められていることに意970 

                                            
30 品質の測定方法については、例えば、ベストエフォート回線を用いた0AB～J IP電話が参考となる（「ネットワークのIP

化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「0AB-J IP電話の品質要件等」（平成27年９月 情報通信審議会答

申））。 
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図的に対応しないなど、不適正利用を助長しているのではないかとの指摘があるこ971 
とから、経過措置の取扱いについて検討する必要がある。 972 

また、委員からの提出資料・説明にあるとおり、二次・三次の卸先事業者のサー973 
ビスが不適正に利用されているという実態もあると考えられ、固定電話番号の数次974 
の卸提供等が行われる場合の電気通信事業者間の対応に課題があると指摘されてい975 
る。 976 

加えて、バーチャルオフィスの運営者により提供される固定電話番号を使用した977 
電話転送役務が、現行の電気通信番号の使用に関する条件を満たしていないことも978 
想定され、こうしたバーチャルオフィスに対する電気通信番号の使用に関する条件979 
の適用関係の明確化が課題である。 980 

これらの課題を踏まえ、今後、電気通信番号制度を運用していく上において、具981 
体的にどのような取組・対応を行っていくことが、不適正利用の防止に資すること982 
となるか、検討する必要がある。 983 

 984 
（２）主な意見 985 

委員会において、番号非指定事業者による転送電話サービスの提供について、委986 
員等から示された主な意見は以下のとおり。 987 

【全般】 988 

＜委員＞ 989 
 平成 30年の情報通信審議会の答申に基づき新ルールが制定。悪質商法や詐欺というのが990 

新ルールの経過措置中であるために防止できていないのか、新ルールに不備や抜け穴が991 
あるのかは消費者側からは不明。まず、現状を把握・分析した上で、悪質な事業者が利992 
用できないようにする実効的な方法を考える必要がある。 993 

 消費者だけでなく、正当に転送電話を利用する事業者の利益、0AB～J番号の信頼性、識994 
別性を守るために、不正な利用ができないルールの徹底が引き続き求められる。必要に995 
応じてルール又はその運用の見直しがなされるべき。 996 

 地理的識別性に違反している番号をどこかに通報する窓口は必ず必要なのではないか。997 
ただし、その窓口は、総務省というより、JUSA等で何か仕組みができないのかなと思998 
う。 999 

 特殊詐欺等の被害防止のため対策を打った結果、被害が減ってきているので、引き続き1000 
続けていけばいいと思うが、経過措置期間内であるため、不確定要素がある。経過措置1001 
終了後、しっかり運用していく中で、悪用が減っていくのか、注視する必要がある。 1002 

 経過措置の終了後、動向を見守りつつ、どうやれば悪用者が減るのかという効果のある1003 
対策を打つことが必要で、行政、電気通信事業者等が情報共有を行う連絡会などを開催1004 
して、しっかり議論していくとよい。 1005 

 特殊詐欺に関して、総務省及び電気通信事業者に、警察的な責務があるとまでは思えな1006 
い。他方、警察に対して法に基づく情報提供を行う必要はあり、迅速に情報提供ができ1007 
るように、きちんとデータを収集し、整理しておく必要がある。また、電気通信事業者1008 
自身が犯罪者側に回らないようにするための十分な予防措置も必要。 1009 

＜事業者等＞ 1010 
 番号使用計画の認定番号の表示義務を課すことで、その適切性を顧客等が確認すること1011 

ができるため、導入に向けて議論すべき。（JUSA） 1012 
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 電話転送役務の悪用を防ぎ、効果的に不適正利用を防止するためには、遵法意識のない1013 
事業者等が可視化されることが重要。顧客（一般企業等）が善良な電話転送事業者かど1014 
うかを判断できるよう、客観的な基準や可視化が必要と考える。（まほろば工房） 1015 

【卸電気通信役務等の提供】 1016 

＜委員＞ 1017 
 通報があった場合に、地理的識別性が確保されている電話番号かどうかを確認するの1018 

は、固定電話番号の指定事業者が適当ではないか。固定電話番号の指定事業者が卸で売1019 
っていることから、適切性を担保するのは総務省から直接的に固定電話番号の指定を受1020 
ける事業者が対応するべきではないかと思う。 1021 

 事業者自身が犯罪者側に回らされることがないようなルール作りが必要。電気通信番号1022 
を卸提供する事業者は、卸先事業者との契約書の中にあらかじめ再販された番号が悪用1023 
に使われたとしても、責任をもたない趣旨の内容をいれ、自らは犯罪をかついでないこ1024 
とが分かるような仕組みは賛成である。 1025 

 卸電気通信役務の提供のルール化の検討には賛成である。現在、反社会的勢力とたくさ1026 
ん取引をしていたとしても、知らなかったでは社会的には受容されない。特殊詐欺に使1027 
われた番号が、どの事業者によって大量に卸されたのかということについて、事業者名1028 
を含めて公表することを入れ込むのがよい。そして、公表された事業者には番号を卸さ1029 
ないというルールを検討していくべきだ。 1030 

 悪用されている番号を卸した、又は提供した際には、卸先事業者の発番号表示をブロッ1031 
クするということを行えば、卸先側でも契約に際し、きちんとしないといけないという1032 
気持ちが進むのではないか。 1033 

＜事業者等＞ 1034 
 事前に番号非指定事業者から申し出を受けて再販売時の留意事項やそれに反した場合の1035 

違約事項を契約として取り交すことにより、0AB～J番号の地理的識別性、社会的信頼性1036 
の確保等に一定の効果はあると考える。（NTTコミュニケーションズ） 1037 

 卸先事業者を管理することを法令で義務化したとしても、現在特殊詐欺で起こっている1038 
ような主たる犯罪利用の削減には効果がなく、多大なコストを事業者に強いてまで行う1039 
規制ではないと考える。（まほろば工房） 1040 

 卸電気通信役務を提供しており、卸先事業者自身に電気通信事業法に基づく届出・報告1041 
義務や犯罪収益移転防止法に基づく取引時の本人確認を遵守するよう再販契約書におい1042 
て定めている。また、卸先がまた別の電気通信事業者に再販売しようとするときは、事1043 
前に当社の承諾であることも定めており、再販売先（再販売が数次にわたって行われる1044 
場合、以降の電気通信事業者についても同じ）に対して自身に課されたものと同様の義1045 
務を課している。（三通テレコム） 1046 

【バーチャルオフィス】 1047 

＜委員＞ 1048 
 ３年前とバーチャルオフィスの状況は全然変っていない。バーチャルオフィスの問題1049 

は、エンドユーザーの拠点確認の問題ということが一番大きいと思うが、もう一つは、1050 
確認手法として転送不要郵便とかを使用することが効果的かという本人確認の問題も併1051 
せて提起していると思う。 1052 

 経過措置期間が終わった後、法令を遵守していないところがどうなっていくのか、注視1053 
する必要がある。 1054 

＜事業者等＞ 1055 
 バーチャルオフィス事業者であるか否かに関わらず、役務提供事業者が法令を遵守する1056 

こと、及び不備・違法性があればそれを是正していくことが重要。バーチャルオフィス1057 
が提供するサービスは電気通信事業法および犯罪収益移転防止法によって規律されてお1058 
り、その本人確認義務や最終利用者の主たる活動拠点の確認などが厳格に行わるべきも1059 
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のであり、バーチャルオフィス事業者（電気通信事業者）の義務。しかし当協会の調査1060 
では法令を遵守していないバーチャルオフィス事業者が多いと認識。特に電気通信番号1061 
規則では罰則もあることから、まずは法令を遵守していないバーチャルオフィス事業者1062 
（電気通信事業者）を検挙することが必要。これにより業界のモラルハザードを防ぎ、1063 
健全化を図るべきと考える。（JUSA） 1064 

 当社の転送電話サービスにおいては、バーチャルオフィスを営む業者への提供は現状な1065 
い。バーチャルオフィスを営む者（営もうとする者）から約款サービスの提供要望があ1066 
る場合は、提供条件を満足する場合、提供を拒否できないと考える。（KDDI） 1067 

 バーチャルオフィスを営む者（営もうとするもの）と電話転送役務を契約する際、その1068 
他の一般利用者と区別なく、契約者の本人特定事項の確認や拠点確認等を実施。バーチ1069 
ャルオフィスを営む者が電気通信事業者として卸役務を行う場合は、バーチャルオフィ1070 
スを営む者が自ら電気通信番号制度を遵守するものと考える。（ソフトバンク） 1071 

 今日、テレワークや在宅勤務など働き方改革の一つに、勤務する場所に縛られずに「ど1072 
こでも同じ環境で働ける」ことは重要。バーチャルオフィスはこのような働き方改革を1073 
推し進めるもの。バーチャルオフィス自体ははるか以前より存在しており、現在も電話1074 
転送役務でない固定電話を利用したサービスも存在すると考えられるため、これらは電1075 
話転送役務の問題ではないことに留意が必要。またバーチャルオフィス事業者であって1076 
も、その者が電話を転送するサービスを行っている場合は、電気通信事業者として事業1077 
法の規制を受けることから現行規制の中で十分に規律（もしくは指導・検挙）すること1078 
が可能。（まほろば工房） 1079 

 レンタルオフィスやバーチャルオフィスでの電話転送サービス利用の需要が高まってい1080 
ることを実感。犯罪収益移転防止法では法人の本人特定事項の確認のために登記情報を1081 
確認する方法が定められているが、現実では登記はどの住所でも可能で、転送不要郵便1082 
を送ってもバーチャルオフィスの管理者が受け取ることが考えられる。事業者は登記住1083 
所がバーチャルオフィスであるかどうか、網羅性・確実性をもって判断することができ1084 
ない。（三通テレコム） 1085 

 1086 
（３）方向性（考え方） 1087 

①全般 1088 
関係者ヒアリングにおいて、固定電話番号を使用した電話転送役務を提供して1089 

いるにもかかわらず、電気通信番号使用計画の認定を受けていない者が存在し、1090 
こうした者に対する検挙・指導を進めるべきとの意見があった。総務省において1091 
も、認定を受けていない者への指導等をこれまで行ってきているが、制度運用の1092 
安定性・適切性を確保し、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備し1093 
ていく観点から、こうした者に対する指導等の取組を一層充実させていくことが1094 
重要と考えられる。 1095 

このような取組を進めていく上で、その実効性を確保するため、日頃から行1096 
政、電気通信事業者等が情報共有を行い、問題事例が生じた場合の対応方策をは1097 
じめ、諸課題の改善に向けて連携して取組を進めていくことを目的として、関係1098 
者による連絡会のような組織を設置することが望ましい。 1099 

また、電話転送役務に係る電気通信番号制度について、利用者・事業者の双方1100 
の理解が深まるよう取り組むことが、不適正利用の防止に資すると考えられ、適1101 
切に周知・広報を行っていくことが重要と考えられる。 1102 

このため、総務省において、今後も電話転送役務に係る電気通信番号制度の一1103 
層の周知・広報に努めるとともに、利用者がより安心して電話転送役務を利用す1104 
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ることができるようにするため、電気通信番号使用計画の認定を受けた電気通信1105 
事業者名等を公表することなどについて、検討することが適当である。これによ1106 
り、電気通信事業者間での数次卸等の取引においても、相手方が電気通信番号制1107 
度に関して必要な手続を受けているかを確認することで、一定の信頼性が生まれ1108 
ることになると考えられる。 1109 

なお、経過措置については、現状、その適用を受けた事業者からは期限までに1110 
何らかの対応を行うことが示されており、役割を終えることになると認められる1111 
ことから、予定どおり現行制度の施行後３年経過をもって措置期間を終了し、特1112 
例的に許容されてきた事項については廃止の方向とすることが適当である。 1113 

 1114 
②卸電気通信役務等の提供におけるルール化 1115 

現状、固定電話役務や電話転送役務の卸提供が行われており、関係者ヒアリン1116 
グにおいても、これに起因する不適正利用の問題点が指摘されている。不適正利1117 
用の１つの実態を明らかにしたものとして、「元請け再販事業者が転売した二次、1118 
三次の再販事業者から（番号を）入手」との報道もされている。このため、固定1119 
電話役務等の卸電気通信役務の提供を行う際に、電気通信事業者間において、不1120 
適正利用の防止に資する対応を検討していくことが重要と考えられる。 1121 

この点、固定電話役務や電話転送役務に係る卸提供に際し、再販契約書におい1122 
て、卸先事業者に対し、関係法令に基づく必要な対応を遵守することや、更なる1123 
再販売する場合に、事前に卸元事業者に承諾を得ること定めている事例がある。1124 
悪質な事業者を想定して、その効果を疑問視する意見もあるものの、こうした卸1125 
電気通信役務の提供における卸元事業者に求められる事項について、ルール化を1126 
検討していくことが適当である。 1127 

また、固定電話回線を利用者約款により契約して、当該固定電話回線により電1128 
話転送役務を提供したり、再販売したりすることも可能である。この場合であっ1129 
ても、電気通信事業の届出や電気通信番号使用計画の認定の申請等が必要であ1130 
り、関係法令が遵守されることが重要である。こうした利用者約款により契約が1131 
行われる場合（例えば、大量に固定電話回線を契約する場合など一定の場合に限1132 
る。）にも、同様のルール化を検討していくことが適当である。 1133 

 1134 
③バーチャルオフィスへの対応 1135 

バーチャルオフィスについては、そのサービスの趣旨からして、レンタルオフ1136 
ィスやシェアオフィスと異なり、それを活動の実態が伴う場所 31と整理すること1137 
には無理があると考えられる。バーチャルオフィスの運営者による電話転送役務1138 
の提供例をみると、最終利用者の活動の拠点の場所の如何にかかわらず、電話転1139 
送役務を提供しているものもみられる。すなわち、最終利用者は、バーチャルオ1140 

                                            
31 総務省では、「活動の拠点」について、「個人の場合は居所、法人の場合には、本社、支社営業所等最終利用者の活動の

実態が伴う場所」として制度を運用している。 
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フィスと異なる番号区画の場所に活動の拠点を置きながら、固定電話番号を使用1141 
した電話転送役務の利用が可能となっている状況がみられる。 1142 
この点、現行の電話転送役務に係る電気通信番号の使用に関する条件に照らせ1143 

ば、「固定端末系伝送路設備の一端」が設置されているバーチャルオフィスの住1144 
所（クラウド PBX32による電話転送役務の場合は、その DC等の住所）と、最終利1145 
用者の実際の「活動の拠点」が同一の番号区画内に存在しない場合には、当該条1146 
件を満たしていない状態が生じていると考えられる。 1147 

バーチャルオフィスの運営者が最終利用者に電話転送役務を提供することは、1148 
通常、電気通信事業に該当するものと考えられ、電気通信事業法の規律が適用さ1149 
れる。すなわち、バーチャルオフィスの運営者は、電気通信番号制度において1150 
も、電気通信番号の使用に関する条件に従い、電気通信役務を提供することが求1151 
められる。 1152 

総務省では、バーチャルオフィスについて問合せがあれば、「法人登記をした1153 
バーチャルオフィスの住所は、最終利用者の活動の拠点ではない」ことを説明す1154 
る等の対応は行ってきているが、現行制度の施行に際して設けた経過措置 33の適1155 
用を受ける電気通信事業者には拠点への設備設置確認等の条件の適用を一部免除1156 
していることから、これまで電気通信番号制度上の適用関係を必ずしも明確に示1157 
してこなかった経緯がある。 1158 

このため、総務省において、電気通信番号使用計画の認定の申請に関する手引1159 
きを改正するなどにより、バーチャルオフィス等の運営者・最終利用者に対する1160 
固定電話番号を使用した電話転送役務の提供に係る電気通信番号の使用に関する1161 
条件の適用関係について、分かりやすく整理の上、公表すべきである。 1162 

加えて、既に提供されているバーチャルオフィス等の運営者による固定電話番1163 
号を使用した電話転送役務に関し、電気通信番号の使用に関する条件を満たさな1164 
い最終利用者が存在する場合、当該最終利用者において適正な電気通信番号の利1165 
用となるよう、関係事業者等とも連携しつつ、制度の厳格な運用を図るべきであ1166 
る。 1167 

 1168 

                                            
32 構内交換機（Private Branch Exchange）をクラウド化し、専用線やインターネット等を介して通話機能（内線、外

線、転送等）を構築できるようにしたサービスのこと。 
33 改正法の施行前から固定電話番号を使用した電話転送役務を提供している場合、令和４年５月までは現行の電気通信番

号の使用の条件の適用が一部免除される。 


